
１．はじめに 
1-1 研究の背景と目的 
全国の自治体では、適正な維持管理がなされない空き

家が増加し、空き家周囲の住民からの苦情が多く寄せら

れその対応に苦慮している。平成25年住宅・土地統計調査

によると全国の空き家戸数は 820万戸、空き家率（総住宅

数に占める割合）は、13.5%と年々増加している。今後さ

らに人口減少、住宅余剰から空き家は増加することが予

想される。空き家が適正に維持管理されず長期間放置さ

れると、倒壊の危険性や建材等が飛散するなどの防災性

の低下や、犯罪の誘発などの治安の低下、雑草の繁茂や

不法投棄などの衛生環境の低下、景観の悪化や地域のイ

メージダウンへ繋がるなど様々な問題が発生することが

予想される。そこでこれらの問題を解消すべく、2015
年 5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以

後、空家特措法という）が施行され、本格的な空き家対

策が開始された。本法律では空き家が著しく危険若しく

保安上危険となった場合には市町村が「特定空家」と判 

 

 

定し、空き家所有者に対し、法律に基づく指導・助言を

行うものである。改善が認められない場合には是正勧告、

固定資産税の緩和措置の解除、是正命令、行政代執行も

可能となった。本来空き家は適正に維持管理が行われ、

良好なストックとして利活用または新たな土地利用とし

ての解体へと繋がっていくことが望ましい。しかし、そ

れらが進まず問題空き家が増加し、空き家がもたらす外

部不経済によって、様々な苦情が行政に寄せられている。 

行政は苦情をきっかけとして空き家がもたらす管理不

全の状況や所有者の事情を把握する。行政が地域住民か

らの苦情に耳を傾けることは、良好な維持管理や新たな

土地利用を進めていく上での第一歩であり、その後の適

切な対応の有無により「問題空き家」になるのか、利活

用や新たな土地利用に進んでいくのかの岐路となる。 

空き家問題には「過疎地の空き家」、「ニュータウンの

空き家」、「歴史的町並みにおける空き家」、「既成市街地

の空き家」など様々なパターンがある。既成市街地の空

き家は、狭あい道路、狭小敷地などに立地し道路空間や 
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地との空きに余 がなく、空き家がもたらす外部不経

済の が大きく、利活用が と られる。そこで

本研究では、既成市街地における空き家問題の 事

として A 市を り上 、空き家対策 ク ンに寄

せられた地域住民からの苦情 に 目し、市で 成さ

れた苦情調 から、空き家の空間的特性などの物的特徴、

苦情 、管理不全状況、所有者の事情を 理したう

で、苦情に対する所有者の対応を らかにし、空き家の

解体や維持管理に繋 るための 策に いて するこ

とを目的とする。 

 本 では既成市街地の空き家対策に り んでいる

A 市の のもと、 ン を 施することにより空

き家の苦情 、所有者の事情、所有者の対応等の情

を した。空き家の問題化は人的 に わる が

多く まれることから調査対 自治体を としたもの

である。 

1-2 研究の 置づけと特徴 
 関 する既 研究を ューすると、大 1)の

市における空き家の 域的 と 5地 の 状

では、市域の 域的な空き家 特性を把握し、地 の

特性を した空き家活用の可能性を している。

2)の 市街地における空き家の 状と課題に

いてでは、空き家の 状とそれに う治安に対する 、

土地利用の 化、空き家の を把握することにより今

後の課題に いて している。 下 か 3)の 市

における空き家活用事 の による活用 進の成

立 では、 から 50km において「問題持

家」を用 用した事 や に 目し、 ・課題

を らかにし、空き家活用の 進に いて している。 
また、 政策上の問題、苦情に関する問題、建 の

合いなどの学 的な観 から既 研究を ュー

すると、 ）の 市における町家を 生した スト

ウスの増加では、 生後の スト ウス 者におけ

る や防災の不安などに対する苦情が市 所に寄せら

れ、 に増加している町家 生の スト ウスが、地

域に をもたらすのか、今後どのようにあるべきなのか

に いて 告されている。 ）の大 市 外の自治

体における空き家問題に対する り みでは大 市

外の戸建て住宅に対する自治体の空き家対策に 目し、

り まれている空き家対策の と を把握するこ

とによって、自治体の空き家対策の課題が 告されてい

る。関 6）の行政への苦情 空き家問題では、 ン

ンの空き と一戸建ての空き家を し問題の が

なることを べ、空き が多い ン ンの建て

の しさ、地 ン ンの 率の低 を問題とし

ている。また、過疎地の一戸建ての空き家は行政が様々

な をして 住を 進する があるが、なかなか進

まない 状を べ、一 で徳 神山町での成 事 を

し、空き家問題は成 事 の はしてもダメでそ

の地に 合った施策があるのでそこにある資 を大事に

り べきであると べている。 )の自治体の空

き家対策の と今後の課題では、空き家対策に対する

自治体の り み事 から、空き家の危険 の 低と

の 低により「 的な 」、「 的な 」、「民間

・地域 による対応」、「自治体 を とした

ュニ ー ン 法」に し、それ れの政策

法として 言とした研究などが けられる。 
しかし、地域住民からの苦情 に対する所有者の対

応と関 けた は たらない。本研究は空き家の

把握や 々の空き家の 利用 法にとどまらず、地

域住民からの苦情に対する所有者の対応に 目し、空き

家の解体や良好な維持管理に繋 るための 策に いて

するとこ に特徴がある。 
 

． 地域の の  

2-1 調査対 地域の  
調査対 地 の A 市（人口 50 万人、 数 21

万）は住工 を特徴とする既成市街地である。 代に

なって 道が開 すると を に 地が無 に宅地

化され、 経済成長期の 1955 年 から、人口、

数ともに 増した後、 まで 50 万人 後を推

している。一 たりの人 は、2010 年では 2.34 人

で、少 化が進 とともに 者 のみ や

者 が増加傾 にある。平成 25 年住宅・土地統計

調査によると、A 市は住宅総数 26 万戸のう 、空き家

は 4 万戸を占める。平成 5 年と すると住宅戸数 1.3
に対し、空き家戸数は 2.0 になっており空き家が増

加している。住宅戸数の建て 別では、「一戸建て」が

10 万戸、「長 」が 1.6 万戸、「 住宅」が 10 万戸で

ある。 別では、「 」が 5 割を占めている。建

期をみると、1980 年 1990 年の 期に建てら

れた住宅が も多く、これらの 期に建てられた小

戸建住宅が する地 では、道路等の 市基 が い

であることから、 新が進まないことが される。 
宅地に する道路 は 4 が 4 割を占め、建

て まりにより ・ などの 保ができないなど住
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環境の悪化や消防活 が になるなどの防災性の低下

も される。2009 年に 施した A 市市民 ン ート

調査によると「 い建 物が する住宅地で建て

が進み、住みよくなっている」では、 定的 の 15.8%
にくらべ、 定的 が 44.0%とその割合が大きくなっ

ている。市民がイメージするA市の住環境は道路が狭く、

し 新が進んでいないというイメージが い。 
2-2 A 市の空き家に関する苦情対応 

A 市の空き家に関する苦情対応の れを -1 に す。 
A 市に寄せられる空き家の苦情は、 を る 住

民や地域住民の代 者が市 所に や来 することに

より、空き家 ク ンが情 を て空き家の苦情 
対応が始まる。また、外 や の倒壊により 住民

へ危険が る場合には 住民が や消防 関へ

をすることにより、そこから空き家対策 ク ン

に されることもある。苦情対応は、 空き家対策

ク ンで苦情 を行う。 苦情の を 認す

るために 地 認をする。 法 の 情 により所

有者の 住地、敷地 、 、 、 数、建

期、所有者の 住地などの情 を する。 所有者へ

または により改善指導（ ）を行うとともに、

空き家になった経 、 の管理状況情 を把握する。 
指導を けて所有者が「解体」（空き家を 全に解体し

地としたもの）、「一 的対応」（行政により指導を

け所有者が 措置的に対応したもの）などの改善を行

う。 所有者が もしない場合は「放置」となるが り

く指導を ける。 放置のう 、空き家周囲に危険が

などで地域から 的な がある場合には行政が

関 部 と をとって 安全措置を行う。 
A 市に寄せられた空き家に関する苦情 数は、2013

年 53 、2014 年 117 、2015 年 168 、2016
年 136 である。2014 年 こ から空き家が 問

題としてク ー ッ され始め ス にも り上

られ苦情 数が 増した。2016 年 は「空家特措法」が

施行したことにより、空き家所有者の管理 が き

減したものと られる。苦情の は、地域の防災性、

生活環境などの 住民が を るものが多く、苦情

対応の 、所有者情 、所有者の対応状況などが苦情

調 にまとめられ、 ータ ース化されている。 
2-3 調査の 法 
 A 市の空き家対策 ク ンが 成した空き家の

苦情調 から空き家の建 期、 、敷地 、道路

別などの物的特徴、苦情 、苦情に対する所有者対

応の状況を把握する。調査対 は、2015 年 2016
年 の空き家苦情調 の 、研究 ータとして ータ

がそ っている 158 を し を行った。 
 
．空き家の 苦情 の  

3-1 苦情の た空き家の物的特徴 

平成 25 年住宅・土地統計調査による建 期別の住

宅戸数（一戸建て、長 、 住宅）と苦情の た空き

家（一戸建て、長 、 住宅）（以後、苦情空き家とい

う）の戸数を -2 に し、建 期別住宅戸数と苦情空

き家の を -1 し、空き家の物的特徴を -3 に す。 

①

②

⑤

空き家の近隣住民 地域の代表

空き家対策担当セクションで苦情の受付

警察・消防機関

現場確認

所有者情報の入手

所有者へ改善指導（通知）

改善

放置

空き家対策担当部署が直接緊急応急措置

消防機関等と連携し緊急応急措置

解体 一時的対応

行政機関等による一時的対応

（緊急性がある場合）

③

④

⑥

⑦

（法務局の登記情報）

 
-1 A の空き家に関する苦情 の  

8.3%

10.5%

21.9%

59.2%

32.4%

35.9%

23.4%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1950年代以前

1960年代

1970年代

1980～90年代

住宅総数（一戸建て、長屋、共同住宅）

苦情空き家戸数（一戸建て、長屋、共同住宅）

-2 住 苦情  

（住宅総数 N=138,090、苦情空き家戸数 N=145） 

-1 住 苦情空き家 の  

建築時期
住宅総数
（戸）

一戸建て 長屋 共同住宅
苦情空き
家数

一戸建て
苦情数
（戸）

長屋苦情
数（戸）

共同住宅
苦情数
（棟）

1950年代以前  11,470 47  24 23 0

1960年代  14,560 52  30 18 4

1970年代  30,310  16,520  3,190  10,600 34 28 6 0

1980～90年代  81,750  35,300  1,860  44,590 12 12 0 0

合　計  138,090  51,820  5,050  55,190 145  94  47  4

ー：不明  
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建 期別住宅戸数は、 成長期の 1970 年代から

に増加し、1980 90 年代の 期に くられた

一戸建てや 住宅が も多い。一 、苦情空き家戸数

は、1960 年代に建てられた一戸建てが も多く、1920
50 年代に建てられたものがそれに べ若 少ないが、

一戸建てや長 に苦情が多い。かなり いものは 新さ

れた可能性がある。一 で 1980 90 年代に建てられた

一戸建てにも若 の苦情が発生している。一 的に空家

特措法では長 や 住宅で 1 が空き になっている

ようなものは対 とせず一戸建てが対 となるが、A 市

の空き家に関する苦情の は、建て 別に わらず行

っているため、ここでは住宅総数（一戸建て、長 、

住宅）で している。た し、1960 年代以 は建て

別の ータがないため住宅総数で している。物的

特徴は、建て では一戸建てと長 が多く、 は

が 倒的に多いが、 や のものも してい

る。 数は 2 建てと 1 建てが多く、3 建ては 1980
90 年代に建てられた か のものと われ

る。 は 50 以下が 26.6 、50 100 が 50.0
である。敷地 は、50 以下が 26.2 、50 100
が 27.6 であり、小 な住宅の空き家が多い。また、

敷地 が 200 を るもの（22.8 ）は、長 が

する地域における 1 空き家である。道路 別は 4
以上の道路が 49.7%、2 道路が 33.8%と、 道として

の 置づけが で、今後の活用が期 できそうな敷地

にもかかわらず空き家で苦情が発生している。狭小な敷

地、狭小な 住宅が建 並んでいる事から、外部不経

済の が大きいといった 市 の特徴を している。 
3-2 建 期と苦情 ・管理不全状況との関  

-2 に苦情 と周囲に を す 体的 を

し、 -3 に空き家の苦情調 に されている に

基づき、空き家 ク ンが 観的に判 した管理

不全状況とその 体的 を す。以下 部 の苦情

管理不全状況はこの によるものとする。苦情

は 住民から市 所に寄せられた空き家 1 に対して

1 の苦情を、管理不全状況は空き家 1 に対し市が

合的に判 したものである。また、建 期と苦情

を -4 に し、建 期と管理不全状況を -5 に す。 
全体の苦情 は、 部の苦情が 40.7%と も

多く、 いで草 の繁茂の苦情が 29.7%である。それに

して管理不全状況は、 的部 が 46.2%と も多く、

いで草 の繁茂が 44.9%、 部 38.6%である。

この は、苦情 は苦情者が を っている

部 を く指 するが、管理不全状況は にかかわら

ず市 所が 観的に管理不全の部 を判 することによ

るものである。 住民にとって が大きいのは、

的部 よりも 部の と草 の繁茂であり、

「建 物・草 」の 2 に関わる問題としてとら て

いると られる。建 年代別にみると 1920~50 年代の

い建 物の苦情 は 部の苦情が 53.3%と

も多く、 いで草 の 茂が 23.4%である。管理不全の

状況は 部が 66.0%と も多く、 いで 的部

61.7%、草 の繁茂 53.2%である。苦情 と管理不

全状況ともに 部が も多いことは、 い空き家 

65.4% 32.1% 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=156)

住
 

89.2% 7.6%
2.5%
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26.6% 50.0% 12.7%
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50 50 100 100 150 150 200 200 る
 

26.2% 27.6% 16.6% 6.9% 22.8%
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地 (N=145)
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49.7% 33.8% 6.4%10.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=157)

4 の 2 43 き
 

-3 苦情の出る空き家の  
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が 化により へ を していることが予想さ

れる。1960 年代 1970 年代にかけて、苦情 は

部と草 の繁茂が 割合になっている。管理不全

状況は 1960 年代は 的部 が も多く、 いで草

の繁茂となっている。1970 年代は 的部 と草 の繁

茂が し、建物の に加 草 の繁茂が目立ってい

る。一 、1980 90 年代は管理不全状況では

部は低い になっているが、不法投棄・ の

等が目立っている。また、「外 が 下して をした

の事を ると い」などの 部の苦情が 4
寄せられている。そのう 3 が 3 建てである。 
この 期の建物は 期に ニ開発等で建てられたも

ので、狭小敷地に トイン きの 3 建て

や 1 が 2 ・3 が 、1 が RC 、2 ・

3 の の建 物が多く、 間 査 もなく

査率は 10 で な くりとなっていること

に し苦情が発生していると られる。 様の建

物は 期に多く られ、今後これらの住宅が、管理

不全空き家となる可能性が く問題化が予想される。 
建 年代全体を してみると、苦情 では

部は 年代とも に多く、建 年代が くなるに れて

若 低下する。 的部 は年代に わらず に低い。

草 の繁茂は 1960年代 1970年代を に一定割合を

占めている。管理不全状況は 部が 1920 50 年

代が も多く、1960 年代から に減るが、 的部

は緩やかに減っている。また、草 の繁茂は 年代とも

一定 は するが緩やかに減っている。 
3-3 地 別空き家の苦情 と管理不全の状況 

A 市の住宅 スター ン策定にかかる 況調査 告

に基づく住宅地 ）を に A 市を 3 地 に

した。一 戸建て住宅（ 70 以上）が 40%を占

め土地利用では山 が 50%を占める地 を「山 周 地

（E 地 ）」、小 戸建て住宅（ 70 ）

が 29 を占める地 を「一 市街地地 （C 地 ）」、長

住宅が 30 を占める地 を「 市街地地 （W 地

）」とし、地 別苦情の 、管理不全の状況により地

特性を把握した。地 別苦情 の状況を -6 に し、

管理不全状況を -7 に している。地 別に ると E 地

は山 周 地 であることから苦情 は草 の繁茂

が 37.0 と も多く、 いで 部が 33.3 である。

苦情 は「 が 茂して道路に き して危険」、

「 の が自 の家に 下して している」、「

が 茂し や が発生し、 た を すのに不安で 

-2 苦情  

苦情  体的な苦情の  

部 や外 が一部 し、道路 行上の危

険や、 建物へ危 を すもの 

的部  ンダの 上 材などが 下し、道路

行上の危険や 建物へ危 を すもの 

開口部の  や の により不 者の など防犯

上の不安を すもの 

草 の繁茂 が繁茂し道路や 地に 境し、道路

行上の危険や 建物へ危 を すもの 

その  

・不法投棄： みが 関 などに放置され

ており、道路にはみ して、道路 行上の

危険を すもの 
・ の発生： の ができて が飛

り を すもの 
・ の ： ン などの

が かかって道路 行上の危険

や 建物へ危 を すもの 
 

-3  

管理不全状況 体的  
部 や外 が一部  

的部  ンダの 上 材などの  
開口部の  ・ の開口部の  
草 の繁茂 ・雑草の繁茂 

その  ・不用 の放置 
ン などの の  
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ある」などがある一 、「 、外 が道路上に 下し

て危険」の 部の苦情もある。管理不全状況は、

草 の繁茂が 56.6 と も多く、 部も 33.3  
認されている。草 の繁茂に いては、苦情は管理不全

状況に べて少なく、山 周 地 は に対する 性

も われるが、 部の も 認できることから、

山 周 地 でも狭小な敷地、狭小な住宅、狭あいな道

路の物的状況から、 に をもたらしていると

られる。C 地 の苦情 は、 部が 37.0 、草

の繁茂が29.6%、管理不全状況は 的部 が59.3 、

草 の繁茂が 48.1 で、「建 部 」と「草 の繁茂」

の 2 に関する が多く、全体平 と た傾 にあ

り、一 市街地の特徴を している。また、「開口部が開

放されていて不 等が 」、「空き家 に 置物が多

く防犯上 」などの苦情があり、管理不全状況でもそ

の （不法投棄等）が の地 より多く、一 市街地の

防犯上の不安を いているとこ に特徴がある。W 地

は 市街地地 であることから、苦情 は

部が 46.8 と も多く、 いで草 の繁茂が 27.3%であ

る。苦情 は、「 の一部が道路上に飛散して危険」、

「 化で れそう」などの建 防災性に関する苦情が

多数寄せられている。管理不全の状況は 的部 が

55.8 、 部が 49.4%と建 物に関する管理不全

状況が多く、草 の繁茂も 49.4 認でき、 対的に

の地域に べ管理不全状況が目立 、「建 部 」、「草

の繁茂」の 2 が く に をもたらすという

市街地の特徴を している。 
 

．空き家 に る の  

4-1 苦情 と物的状況 
空き家の所有者の対応を「解体」、「一 的対応」、「放

置」の 3 に し、苦情 との関 、管理不全状

況との関 、建 期、敷地 、道路 との関 を

把握した。所有者による対応状況の割合を -8 に し、

所有者による対応と苦情 との関 を -9 に し、所

有者による対応と管理不全状況を -10 に した。また、

所有者による対応と建 期との関 を -11 に し、

所有者による対応と敷地 との関 を -12 に し、

所有者による対応と道路 別との関 を -13 に した。 
解体が行われたものは 15.2 （24 ）、一 的対応は

38.2 （60 ）、放置は 46.8 （74 ）である。放置は

も多く、行政が改善指導を行っても に改善されに

くいという問題があるとともに一 で、15.2 の解体の

状況もある。苦情との関 は、解体では 部の苦

情が全体平 をかなり上 り、一 的対応では、草 の

繁茂、 部の苦情が多い。放置では 部、

不法投棄・ の発生、草 の繁茂の苦情が多い。 
建 期との関 は、解体は 1920 50 年代に建てら

れた いものが 63.6%を占め、敷地 、道路 別との

関 では、敷地 が 200 を るかなり大きいもの、

道路 別が 4 以上の道路や 2 道路などの道路として

法的な 置づけが かなものが解体に っている。また、

防災 で 住民の不安や周 への危険性が いものの

う 、敷地 、道路 別からみて、今後の土地利用が

可能な空き家は解体が行われている。一 的対応は、道

路 別では、43 し きや道路 いしない道などが

けられ、 の 定、草 りなどの に 置できる

ものは対応がなされ、改修などの大 かりなものは対応

がなされず対 法的な 置にとどまっている。放置は

建 部 や草 の繁茂などの問題ではなく、苦情 、

管理不全状況の に加 て、 合的な が く、物

的な問題ではなく所有者の事情などの人的 が いて

いるもの と われる。 
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4-2 苦情 と所有者の対応との関  
 「解体」、「一 的対応」、「放置」がどのような経 で

進められるかを するために、所有者が対応を

（所有者対応 ）、所有者の対応が 進される  

（所有者対応 進 ）を -4 により する。 
）解体 

 解体に ったものの苦情 は「建物が一部 して

いて危険」、「 ンダのタイ が 学路に 下して危

険」、「 の一部が道路上に飛散して危険」、「 の一部が

学路に飛散して危険」である。建物の一部の 、

ンダや の など道路 行上の危険性や への

大な が想定されるなどの場合には所有者が危 を

持 解体に ったものと られる。 
解体 った経 を ると、 建物所有者が し、

また、土地所有者と建物所有者が なるため、市と

定している不 産関 体が土地所有者と建物管理者

と し解体に った ース、 市と 定している

工 が所有者から を けて修 の を行ったと

こ 、修 がかさ ことや解体後土地を った が経

済的に有利であるとの から、修 ではなく解体に

った ース、 市 所が から苦情が発生している

を所有者に にわたり指導助言することで、所有者に

解体の が たため、A 市と 定している不

産関 体がその 体に所 している不 産 を し、

土地の 可能性を 認した上で、 を に不 産

が解体した ースがある。どの事 も、市と 定

している不 産関 体が する みが した

とい る。 
）一 的対応 
一 的対応を行ったものの な苦情 は、「外 が

れて危険」、「外 のトタンが 学路に 下して危険」、

「 が 下し道路上に飛散して危険」、「 が繁茂して

が大 発生する」、「 が繁茂し になった が 下

して している」、「 が 茂し 地へ 境している」、

「 が開放されていて かが して放 されたら

る」などである。これに対して所有者の対応 進 は

「所有者が のため関 者が対応した」、「所有者が

院しているので管理は の に有 でやってもらって

いる」、「所有者は施 に 院しており らが を

ている。苦情に対して が対応している」、「不 産

が管理をしている」、「所有者は に住んでいて、なか

なか対応できないが 場を て 対応している」、など

が られ、管理者に している場合と管理者は定ま

っていないが本人、関 者による一定の管理がなされて

いる場合がある。加 て草 り、 の 定など 的

な対応で、対 法にとどまる傾 にある。 本的

な対応に らない所有者の対応 として、「 人

が多数で管理者が特定できない」、「所有者としては解体

する が資 がない」、「 人間でもめているので

管理者の特定ができない」などの 問題や資 がない

ことが られる。一 で、対応を進めるには「長 な

ので 地の と一 に解体したい」、「所有者としては苦

情のた に対応はしている。解体の 助 があれ よい」

などの も ている。 

15.2% 38.0% 46.8%
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）放置 
放置されている空き家の な苦情の は「長 の外 
の一部が道路に 下して危険」、「外 のタイ が 下

し道路上に飛散して危険」、「 が道路上に そうで

危険」、「 に傾いて寄りかかって 」、「 化して

れそう」、「 ンダが れて自 の家に が そうで

」、「 が繁茂し道路に き して危険」、「 が

茂していて や がよく るので た を安全に

すのに 」、「開口部が開放されていて不 等が

」、「 関 に が置いてあり、道路上にはみ して

危険」など なものから なものまでさま まであ

る。放置される空き家の所有者の対応 は、「所有

者は へ り住んでいるとの情 はあるが不 」、

「所有者 により法定 人が管理しているが の

ため管理が行き かない」、「所有者 により、 人

対応せず」、「所有者 により管理者不 」、「所有者

により 人の 人かは 、 人 雑」、「 か

ら したが、 でお がないので、どうしたらよい

のかわからない」などがある。所有者が により空き

家の所有者が特定されない、 人が 雑など、管理者

が不 で管理体 が 立できないことが理 として

られる。 に を すような空き家の管理は管

理 用もかさ ので放置され、 なものは危 が

られず放置しているものと われる。 
 
． め 

 本研究は、空き家に関する A 市 の地域住民から た

苦情 に 目し、空き家の空間的特性などの物的特徴、

苦情に対する所有者の対応を らかにした。 
空き家の物的特徴は、1960 年代の経済成長期に建てら

れた狭小な敷地に建 一戸建て 住宅に苦情が多く発

生していた。一 で、1980 90 年代の 期に建て

られたものも若 の苦情が 認された。苦情 は「建

部 ・草 の繁茂」の 2 に関するものが多く、防

災上 生活環境上 な問題が発生していた。 

地 別苦情の は「山 周 地 」は「草 の繁茂」、

「一 市街地地 」は「建 部 ・草 の繁茂・防犯」、

「 市街地地 」は「建 部 ・草 の繁茂」が多く、

住宅が する ど「建 部 」への苦情が認められる。 

総 て 市 の住宅が する地域特有の「地域防災」、

「衛生環境」、「防犯」の不安を く していた。 

所有者の対応は「解体」、「一 的対応」、「放置」に

され、「解体」に ったものは、周囲への な を

る管理不全状 で行政が にわたり指導し、行政

と 家（不 産関 体、工 ）が して成し

たものであった。「一 的対応」がなされている空き家は、

維持管理体 が一定 立され、 の 定などの な

措置はなされているが、改修が なものは改善されず、

対 法にとどまっており、 本的な対応に っていな

い。「放置」されている空き家は、物的 ではなく、所

有者の事情などの人的 が く、解体や管理したくて

もできない状 であった。 
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既成市街地における、空き家がもたらす「地域防災」、

「衛生環境」、「防犯」の外部不経済の不安を解消するに

は、防災上 な苦情が発生している空き家は解体し新

たな土地利用へ、一 的対応にとどまっている空き家は、

適切な維持管理がなされ、良好なストックとして利活用

されるように、 本的な対応へ導くことが である。 

A 市では地域住民から た苦情を ジ な と

してとら 、行政と 家（不 産関 体、工 ）

が、 し解体へと導くような みが 立しており、

「放置」⇒「一 的対応」⇒「解体」⇒「新たな土地利

用」に繋 ていくには有 な ス である 2）。さらに

は地域 ュニ も活用し「一 的対応」⇒「良好な

維持管理」⇒「 利用」へ な ていく 策も今後

していかなけれ ならない。 
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1）A 市住宅 スター ン策定にかかる 況調査 告 における住

宅地 と 3 地 の割合を以下に す。 

住宅地 の 住宅地 の

地に 地 る 的 の き 一戸建 家の 地
（ 家 50%以 、一戸建 50%以 ）

地に 地 る 的長屋建の 地
（長屋建 30%）
前 性の 地域に 地 る ー の 地

（民 50%以 、共同建 、 %以 ）
期の長屋 の建 、 一戸建 家の 地

（ 家 %以 、一 当 以 、 、 家
%以 、長屋建 %以 、一 当 以 ）
的 の き 一戸建 家の 地

（ 家 %以 、一 当 ）
前 に 地 る 合住宅の 地

（共同建 以 %以 ）
住宅地

地

長屋地

民 地

戸建地

一 戸建地
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2）A 市では空き家に関する地域住民や、所有者の みを ける

を し、 的に周 発活 を行っている。 
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